
要求水準書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) i) 項目等 旧 新

1 24 2 2 (1)

荷受室 b.上記の荷受室と別に添物（ジャム、チーズ等）の荷受室を
設置すること。なお、衛生上支障がない場合は、コンテナ室
側に設置することも可とする。

b.上記の荷受室と別に、ジャム、チーズ等を受け入れるデ
ザート添物荷受室を設置すること。なお、衛生上支障がない
場合は、コンテナ室側に設置することも可とする。

2 24 2 2 (1)
検収室 a.検収室は、野菜類検収室、肉・魚・卵類検収室、その他検

収室の3室を設置すること。
a.検収室は、野菜類検収室、肉・魚・卵類検収室、調味料・
乾物・その他検収室の3室を設置すること。

3 25 2 2 (1)

泥落とし室 b.根菜類（じゃがいも、人参、玉ねぎ、里芋など）の処理が可
能な球根皮むき機を設置すること。また、球根以外の野菜
の泥落としや根切り等を行うためのシンクを設置すること。

a.根菜類（じゃがいもなど）の処理が可能な球根皮むき機を
設置すること。また、球根以外の野菜の泥落としや根切り等
を行うためのシンクを設置すること。

4 25 2 2 (1)

野菜類下処
理室、肉・魚
類処理室

a.肉・魚類下処理室には、食品の解凍、下味、衣付けの作
業スペースを確保し、高速ミキサーを設置すること。また、卵
や豆腐類 を扱う専用のレーン及び冷蔵庫を設置すること。

a.肉・魚類下処理室には、食品の解凍、下味、衣付けの作
業スペースを確保すること。また、卵や豆腐類 を扱う専用の
レーン及び冷蔵庫を設置すること。

5 29 2 2 (1)
室名 仕分け室・前室 デザート添物仕分室

6 29 2 2 (1)

デザート添物
仕分室

a.仕分け室は、冷凍デザートやヨーグルト、カット果物、添加
物等を数える室とし、コンテナ室と隣接して設置すること。デ
ザート仕分け室とデザート荷受室が行き来できる扉を取り付
け、保管用の冷蔵庫、添加物（ジャム等）の仕分けに使用で
きる作業用移動台、パンラックを設置すること

a.デザート添物仕分室は、冷凍デザートやヨーグルト、カット
果物、ジャム・チーズ等の添物等を数える室とし、コンテナ室
と隣接して設置すること。デザート添物仕分室とデザート添
物荷受室が行き来できる扉を取り付け、保管用の冷蔵庫・
冷凍庫、添加物（ジャム等）の仕分けに使用できる作業用移
動台、パンラックを設置すること。

7 29 2 2 (1)
デザート添物
仕分室 －

b.デザート・添物の納品量を考慮して、適切な広さを確保す
ること。

8 46 3 3 (4) カ (イ)
表　食器リス
ト

中ボール　数量（予備含む）　4,850 中ボール　数量（予備含む）　480

9 46 3 3 (4) カ (イ)
表　食器リス
ト

大ボール　数量（予備含む）　2,600 大ボール　数量（予備含む）　150

10 47 3 3 (4) カ (イ)
表　食器リス
ト

先丸スプーン　備考
小学校・中学校用

先丸スプーン　備考
幼稚園・小学校・中学校用

11 67 6 3 (8)

食物アレル
ギー対応食
調理

ウ.除去すべき原因食品のえび、かに、くるみ、卵、乳、イカ、
ごまが混入しないよう調理すること。将来、原因食品を変更
する場合は、事業者との協議により決定することを想定して
いる。

ウ.除去すべき原因食品の卵・乳・えび・かに・いか・ごまが混
入しないよう調理すること。将来、原因食品を変更する場合
は、事業者との協議により決定することを想定している。



Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ア) a (a) i) 項目等 旧 新

12 70 6 5 (1)

給食配送・回
収業務

エ.米飯、パン及び牛乳は、本市が別に手配する。ただし、米
飯及びパンについて、樋田小学校、上津小学校、城井小学
校、津民小学校、下郷小学校、三郷小学校、本耶馬渓中学
校、耶馬溪中学校及び山国中学校については、納入業者か
ら本施設で受け取り、本施設から配送すること。牛乳は、納
入業者が各学校へ配送するが、津民小学校については、納
入業者から本施設で受け取り、本施設で調理した給食と合
わせて、本施設から配送すること。

エ.米飯、パンは、本市が別に手配する。ただし、米飯及びパ
ンについて、樋田小学校、上津小学校、城井小学校、津民
小学校、下郷小学校、三郷小学校、本耶馬渓中学校、耶馬
溪中学校及び山国中学校については、納入業者から本施
設で受け取り、本施設から配送すること。

13 72 6 5 (4)

給食開始時
間及び給食
終了時間


